
令和６年 10 月受付  

「道路損傷等情報の収集について」 

 

意 見 30 代男性   

松本市で試験運用されていた、「なおして！アルプちゃん」のような道路等の損傷報告

手法を箕輪町でも導入してみてはどうだろうか。 

道路の穴、止まれ文字の薄れ、カーブミラーの曇り等が町内道路では多く見られる。 

特に生活道路はその傾向が強く、町も把握が難しい。 

生活道路を使用する町民自身が補修依頼をすることが望ましいが、簡便なツールがない。 

そこで、ライン等で補修相談が出来るツールがあれば良いと思う。 

ただのメールフォームでも良いかもしれない。 

箕輪町も試験的にでも実施してみてはどうだろうか。 

 

町長回答 

この度は貴重なご意見をいただきありがとうございます。 

現在箕輪町では主に次の方法で道路破損個所の報告を行っています。 

 

・住民の方からの通報 

・職員による見回り 

・国土交通省道路緊急ダイヤル 

 

このうち国土交通省緊急ダイヤルは、国土交通省が令和６年３月 29 日から運用を開始

した道路の穴ぼこ、路肩の崩壊などの道路損傷、落下物や路面の汚れなどの道路異状を

LINE から 24 時間受け付けることができる仕組みです。 

 

国県道に限らず市町村道でも管理する自治体に連絡が入るため、町としては新たに専用

のシステムを導入するのではなく、こういった既存の方法を周知していくことにより道

路設備等の維持管理に努めていきたいと考えています。 

 

◆国土交通省道路緊急ダイヤル 

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001786.html 

 


